
笠岡雇用開発協会 会 則 
 

第一章  総  則 

（名称、事務所） 

第１条 本会は笠岡雇用開発協会と称し、事務所を笠岡商工会議所内に置く。 

（目   的） 

第２条 本会は笠岡公共職業安定所管内（井原市を除く。以下単に「管内」と言う）の産業界におけ

る中高年齢者の雇用の安定、新規学卒労働力の確保等に関する事業を行うことにより、管内の住

民の福祉の向上と産業の発展に寄与することを目的とする。 

（事   業） 

第３条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１. 雇用問題に関する調査研究及び広報活動の推進 

２. 雇用問題に関する情報の収集及び提供並びに事業主の啓発 

３. 高年齢者等に対する雇用問題の相談、援助 

４. 新規学卒者等若年労働力の確保及び定着に関する事業 

５. 大卒者等に対する管内就職促進 

６. 講習講演会の開催及び参考図書の購入配布 

７. 不況産業の調査及び大量離職の発生の早期把握による失業の防止並びに離職 

の対策の関する援助、協力 

８. 労働行政に対する提言と協力 

９. その他、本会の目的達成に必要な事項 

 

第二章 組  織 

（構   成） 

第４条  本会は管内に事業所を有する事業主で、本会の主旨に賛同するものをもって構成する。 

（役 員 等） 

第５条  本会に下記役員及び顧問を置く。 

(1) 会   長    １名 

(2) 副 会 長    ２名 

(3) 理   事   若干名  

(4) 監   事    ２名 

(5) 顧   問   若干名 

（役 員 選 出） 

第６条  会長、副会長は理事会の互選とし、理事及び監事は総会において選出する。 

   顧問は、理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。 

（役員の任期） 

第７条  役員の任期は２ヶ年とする。 

ただし、再選を妨げない。 

     補欠により就任したものの任期は前任者の残りの期間とする。 

     任期満了、又は辞任によって退任した役員は新たに選任された役員が就任するまで職務を遂 

行する。 

（役員の任務） 

第８条 役員の任務は、次のとおりとする。 

(1) 会長は本会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。 

(3) 理事は理事会を構成して主要事項を審議する。 

(4) 監事は会計を監査する。 

(5) 顧問は会長の諮問に応じ、又は会議に出席し、意見を述べることができる。 

(6) 本会は必要に応じ、部会を設けることができる。 

（事 務 局） 

第９条 本会の事務を処理するため、事務局を設け事務局長の外、書記を置くことができる。事務局

長及び書記は会長が任免する。 

 

 



第三章 会    議 

第 10条 本会の会議を下記のとおりとする。 

(1) 本会の会議は、総会及び理事会とする。 

(2) 定期総会は毎年１回、臨時総会は必要がある場合は会長がこれを招集する。 

(3) 理事会は必要ある場合、会長がこれを招集する。 

(4) 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。 

   可否同数のときは議長がこれを決する。 

（審 議 事 項） 

第 11条 総会は次の事項を審議決定する。 

(1) 予算、決算及び事業計画に関する事項 

(2) 役員の選出に関する事項 

(3) 会則及び会費徴収規定の制定改廃に関する事項 

(4) その他、理事会において必要と認める事項 

第 12条 理事会は次の事項を審議決定する。 

(1) 総会に提出すべき議案 

(2) 本会の運営に関する重要な事項 

 

第四章  会   計 

（経   費） 

第 13条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金、その他の収入をもってこれに充てる。 

第 14条 会費は、年度当初において納入するものとしその負担額は別に定める。 

（会 計 監 査） 

第 15条 決算及びこれに関する会計報告は監事の監査を経なければならない。 

（会 計 年 度） 

第 16条 本会の会計年度は５月１日に始まり４月３０日に終わる。 

 

 

 

附     則 

 

１．本会則は、昭和４６年５月１日に制定 

１．本会則は、昭和５３年６月２３日に制定 

１．第 1条（名称、事務所）の改正規定は昭和６１年５月１日から実施する。 

１．第２条（目的）、第３条（事業）の改正規定は昭和６２年５月１日から実施する。 

１．第２条（目的）の改正規定は、平成１９年５月１日から実施する。 

 

 

 

 

会  費  算  出  基  準 

(単位：円) 

規 模 区 分 基 準 額 規 模 区 分 基 準 額 

１～ ５０人 ４，０００ ４０１～５００人 １２，０００ 

５１～１００人 ５，５００ ５０１～７００人 １５，０００ 

１０１～２００人 ７，０００ ７０１～１，０００人 １８，０００ 

２０１～３００人 ８，５００ １，００１人以上 ２５，０００ 

３０１～４００人 １０，０００   

 


